


本機構の人材派遣制度では公益事業の趣旨の下、営利を求めず極限まで切り詰めた料金設定のため、
運営していくためには以下の諸条件が不可欠となりますので以下 10 項目全てにご了解をお願いしております。

□この制度は、試用期間に労働者派遣法を活用することで雇用契約をすることなく適性を見極めるための支援制度です。

□派遣できるのは２ケ月間のみです。この期間に限り週３日の６時間勤務となります。期間途中での人材の交代はできません。

□労働者を採用するか否かは、派遣期間満了の10 日前までに決定してください。採用できるのは両者合意の時のみです。

□派遣前に事前面接は行うことができます。但し、子供が居る事、障害がある事、年齢等を採否基準にしないで下さい。

□わずかな管理費で運営しているため民間人材派遣会社と同等以上のサービス提供は恐らくできません。

□契約書類はメールでのやり取りのみとさせていただき、請求書はメール送付のみとさせていただきます。

□就業後にヒヤリングなどで訪問することが困難であり、原則として電話・メールを多用して行います。

□２ケ月分の派遣料金想定金額は事前にお振込みいただきます（前払制、契約終了時に差額がありましたら返金いたします）。

□採用に至った際には本会の活動への賛同として３万円（非課税）のご寄付をお願いしております。

□就業弱者支援のための雇用環境が整備されている、又は目指している企業しか本制度は利用できません。
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